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南 国 市 商 工 会   
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なんこく生活応援チケット加盟店の募集について 

 

 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

日頃は南国市の商工業の振興に関し多大なご協力を頂き、誠に有難うございます。 

 さて南国市では、南国市内の小売店等で使用することができる地域振興券を発行するこ

とにより、南国市内の家計負担の軽減及び地域経済の活性化を図り、もってエネルギー、

食料品等の物価高騰の影響を受けた南国市内の住民及び事業者を支援するために南国市地

域振興券発行事業を計画しています。 

 南国市内の住民の皆様が多くの店舗で使用できるよう広く加盟店を募集します。是非と

もご加盟頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１．事業目的 

エネルギー、食料品等の物価高騰の影響を受けた住民及び事業者支援 

 

２．事業概要 

  南国市民を対象に、市内加盟店で使用できる 8,000 円分の地域振興券を配布し、南国 

市内での消費を喚起する。 

 

３．加盟店条件 

南国市内において、小売店、飲食店、サービス業、その他（運輸通信業、工業、建設

業、農林水産業等）を営む方（支店・営業所も含む）とする。 

（別記 1 に掲げる者以外の者） 

 

４．加盟方法 

「なんこく生活応援チケット取扱加盟店申込書」（様式 1） 

「誓約書」（様式 2） 

振込口座の通帳の表面と中開き面のコピー   を商工会に提出する。  

 

※申込用紙等は、南国市商工会ホームページ https://nankoku-shokokai.or.jp/ か

らもダウンロードできます。 

   ※申込書は郵便でも受け付けます。 

送り先：〒783-0004 南国市大埇甲 1623-5 南国市商工会 

 

５．加盟店申込期間 

令和 8 年 2月 1 日～2月 27 日（一次募集） 

※郵送の場合は、2 月 27 日必着とします。 

期間内に申込いただいた事業者様は、初回の加盟店一覧表（印刷物）に掲載いたしま 



す。 

〆切後も加盟店登録の受付は行いますが、加盟店一覧表（印刷物）には掲載できませ

ん。随時更新し、商工会、南国市のホームページに掲載いたします。 

できるだけ、期限内に加盟店申込をお願いいたします。 

 

６．なんこく生活応援チケットの配布 

  基準日における世帯主宛てに同一世帯分を封緘して南国市が発送。 

 

７．なんこく生活応援チケットの配布期間 

  令和 8年 4 月 10 日（金）～ 令和 8 年 4月 30 日（木） 

 

８．なんこく生活応援チケットの使用 

  なんこく生活応援チケット（額面：1,000 円）で買い物を希望された場合、現金同様に

取扱って下さい。ただし釣銭は出さないでください。 

※商品券や「たばこ」など利用対象にならないものもあります。 

詳細は、別記２をご参照ください。 

 

９．なんこく生活応援チケットの使用期限 

  令和 8年 4 月 10 日（金）～ 令和 8 年 8月 31 日（月） 

 

10．なんこく生活応援チケットの換金 

  ・南国市商工会にご持参ください。 

  ・換金受付は原則、①毎月 15 日締め、支払は翌月末営業日振込 

②毎月 月末営業日締め、支払は翌月 15 日振込の月 2 回とします。 

・締め日、振込日が土日祝祭日の場合は、前営業日となります。（別紙 1 参照） 

  ・換金に係る手数料は無料です。 

  ・振込口座は、取扱加盟店申込書（様式 1）に記入してください。また、振込口座の通 

帳の表面と中開き面のコピーも提出してください。 

・使用済み「なんこく生活応援チケット」の詳しい換金方法等につきましては、加盟

店登録後に書面にてお知らせします。 

 

11．なんこく生活応援チケットの換金期間 

  令和 8年 5 月 1 日（金）～ 令和 8 年 9月 30 日（水） 

 

12．なんこく生活応援チケットの見本等 

  加盟店の皆様方には後日、チケットの見本、ポスター等をお渡しします。 

※皆様のご協力・ご加盟をよろしくお願いします。 

 

 

 

【お問い合わせ】 

  南国市商工会 

    〒783-0004 南国市大埇甲 1623-5 

 ☎ 088-864-3073 

    ✉   nankoku@kochi-shokokai.jp  

        URL  https://nankoku-shokokai.or.jp  



別記１ 

〇加盟店になれない者 

 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に規定する営業を行う者 

(2) 特定の宗教若しくは政治団体と関わる場合又は業務の内容が公序良俗に反する営業

を行う者  

(3) 入札参加停止又は入札参加除外の措置等を受けている者 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員が役員若しくは代表者として、又は実質的に経営に関与

している団体その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る団体 

(5) 「地域振興券を使用することができない取引」の項に規定する取引又は商品のみを

取り扱う店舗等 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特定事業者とすることが不適当と認める者 

 

別記２ 

〇なんこく生活応援チケットの使用の対象にならないもの 

 

(1) 出資に係る支払      

(2) 公租公課に係る支払 

(3)  社会保険料に係る支払 

(4)  生命保険、火災保険、自動車保険等の保険料に係る支払 

(5)  振込代金、振込手数料等の支払 

(6)  電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、インターネット回線料金、日本放送協

会の受信料等の支払  

(7)  商品券、ビール券、図書券その他の資金決済に関する法律（平成２１年法律第５９

号）第３条に規定する前払式支払手段、有価証券、切手、印紙等の換金性の高いも

のの購入  

(8)  たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条第１項第３号に規定する製造たば

この購入  

(9)  当せん金付証票法（昭和２３年法律第１４４号）第２条に規定する当せん金付証票

及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成１０年法律第６３号）第２条に

規定するスポーツ振興投票券の購入  

(10)  競馬法（昭和２３年法律第１５８号）第６条に規定する勝馬投票券、モーターボー

ト競走法（昭和２６年法律第２４２号）第１０条に規定する舟券、自動車競争法（昭

和２３年法律第２０９号）第８条に規定する車券及び小型自動車競争法（昭和２５

年法律第２０８号）第１２条に規定する勝車投票券の購入  

(11)  土地若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料（一時預りを除く。）等の不動産に

係る支払  

(12)  金融機関への預入れ  

(13)  特定の政治団体と関わるもの又は公序良俗に反するものに係る支払  

(14)  前各号に掲げるもののほか、地域振興券の使用の対象として市長が不適当と認める

ものに係る支払等 


